
平成３１年３月１５日 

  各    位 

                              東 大 和 市 長         

                                尾 崎   保 夫 

 

庁 議 の 議 題 に つ い て 

 

 平成３１年３月２０日（水）午後２時から庁議を４０１会議室で開催します。 

 

記 

   

［審議事項］ 

１．東大和市文書管理規則の一部を改正する規則について 

２．東大和市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則について 

３．東大和市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則について  

４．東大和市職員の懲戒処分に関する指針の一部改正について 

５．東大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則について 

６．東大和市税条例施行規則の一部を改正する規則について 

７．東大和市税に係る申告等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正す 

る規則について 

８．東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について 

９．東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について 

１０．東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について 

１１．東大和市母子家庭及び父子家庭自立支援給付金支給規則の一部を改正する規則につ 

いて 

１２．東大和市学童保育所条例施行規則の一部を改正する規則について 

１３．東大和市介護保険基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業 

者の登録等に関する規則の一部を改正する規則について 

１４．東大和市生活保護法施行細則の一部を改正する規則について 

１５．東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について 

１６．東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

［報告事項］ 

１．東大和市職員の昇給に関する基準の一部改正について 

２．部長職の給料の号給の決定に関する基準の一部改正について 

３．東大和市地域防災計画策定本部要綱について 

４．平成３１年４月１日付けの組織・定員の変更及びプレミアム付商品券事業への対応に 

ついて 

５．東大和市創業チャレンジ施設運営者選定委員会設置要綱について 

６．東大和市外国語通訳交流員派遣事業実施要綱の一部を改正する要綱について 

７．東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の一部を改正する訓令につ 

いて 



８．東大和市ひとり親家庭の就業による自立促進のためのホームヘルプサービス事業実施 

要綱の一部を改正する訓令について 

９．東大和市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の一部を改正 

する訓令について  

１０．東大和市学童保育所指導員の設置に関する要綱の一部を改正する訓令について 

１１．東大和市老人性白内障眼鏡等購入費助成要綱の一部を改正する訓令について 

１２．東大和市福祉タクシー事業実施要綱の一部を改正する訓令について 

１３．東大和市障害者グループホーム利用者家賃助成事業実施要綱の一部を改正する訓令 

について 

１４．東大和市地域自立支援協議会設置要綱の一部を改正する要綱について 

１５．「東大和の環境（平成２９年度版）」について 

１６．｢第二次東大和市緑の基本計画｣（案）について 

１７．東大和市学校給食センター給食費に関する規則の一部を改正する規則について 

 

［単年度要綱］ 

１．平成３１年度東大和市防犯協会補助金交付要綱外３件について 

２．平成３１年度東大和市環境にやさしい農業推進事業補助金交付要綱外１６件について 

３．平成３０年度東大和市保育所等における安全対策強化事業補助金交付要綱の一部を改 

正する要綱について 

４．平成３１年度東大和市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱外２１件について 

５．平成３１年度東大和市環境月間事業費補助金交付要綱外３件について 

６．平成３１年度東大和市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱外５件について 

７．平成３１年度東大和市社会教育関係団体連合体補助金交付要綱について 

 

今後の庁議開催予定 

３月２７日（水、午後１時１０分）、４月３日、１０日、１７日、２４日、５月８日、     

１５日、２２日 

 

（注）括弧書きの記載がない場合は、水曜日の午前９時から開催します。 

 

＊付議事案書及び添付資料は、１部提出してください。あわせてデータの提出もお願いします。 

（添付資料がカラーのもの又は冊子類の場合は、２０部提出してください。） 

＊添付資料が複数枚になる場合は表裏印刷とし、必ずページを付けてください。 

＊ 定例庁議の付議事案書提出期限は、前週の金曜日（正午）までですので、遅れないように    

お願いします。 

＊ 原則として様式及び附則の添付は省略してください。 


